
議案第３号資料  総務課  

 

１ 改正の理由  

  令和５年８月７日に人事院から国家公務員の給与の引上げが勧告された

ことに鑑み、本組合職員の給与についてもこれに準じた所要の改正を行う

ものである。  

 

２ 改正の概要 

 ⑴  給 料 

   若年層に重点を置きながら、給料表における全ての号給について給料

月額を引き上げる。（平均改定率１．２％） 

（令和５年４月１日から適用） 

⑵ 初任給 

基 準 学 歴 現  行 改  定 

大 学 卒 １９８，５００円 ２０８，０００円 

短 大 卒 １８５，２００円 １９６，２００円 

高 校 卒 １６９，８００円 １８１，８００円 

                       （令和５年４月１日から適用） 

⑶ 期末手当  

ア 令和５年度 

  支  給  割  合  

区  分  現  行  改  定  

 ６ 月 支 給 分  
１．２月  

（再任用職員０．６７５月） 
現行どおり  

１ ２ 月 支 給 分  
１．２月  

（再任用職員０．６７５月） 

１．２５月  

（再任用職員０．７月）  

年 間 支 給 割 合  
２．４月  

（再任用職員１．３５月）  

２．４５月  

（再任用職員１．３７５月） 

                    （令和５年１２月１日から適用）  

  



イ 令和６年度以降 

  支  給  割  合  

区  分  令和５年度  令和６年度以降  

 ６ 月 支 給 分  
１．２月  

（再任用職員０．６７５月） 

１．２２５月  

（再任用職員０．６８７５月） 

１ ２ 月 支 給 分  
１．２５月  

（再任用職員０．７月）  

１．２２５月  

（再任用職員０．６８７５月） 

年 間 支 給 割 合  
 ２．４５月  

（再任用職員１．３７５月） 

 ２．４５月  

（再任用職員１．３７５月） 

                     （令和６年４月１日から適用）  

⑷ 勤勉手当  

ア 令和５年度 

  支  給  割  合  

区  分  現  行  改  定  

 ６ 月 支 給 分  
１．０月  

（再任用職員０．４７５月） 
現行どおり  

１ ２ 月 支 給 分  
１．０月  

（再任用職員０．４７５月） 

１．０５月  

（再任用職員０．５月）  

年 間 支 給 割 合  
２．０月  

（再任用職員０．９５月）  

２．０５月  

（再任用職員０．９７５月） 

                    （令和５年１２月１日から適用）  

 イ 令和６年度以降 

  支  給  割  合  

区  分  令和５年度  令和６年度以降  

 ６ 月 支 給 分  
１．０月  

（再任用職員０．４７５月） 

１．０２５月  

（再任用職員０．４８７５月） 

１ ２ 月 支 給 分  
１．０５月  

（再任用職員０．５月）  

１．０２５月  

（再任用職員０．４８７５月） 

年 間 支 給 割 合  
 ２．０５月  

（再任用職員０．９７５月） 

 ２．０５月  

（再任用職員０．９７５月） 

                     （令和６年４月１日から適用）  

 

３ 他自治体の類似する政策等  

  構成市及び県内の消防業務を所管する自治体等において、人事院勧告等

を受け、必要な措置が行われる見込みである。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容  

  なし  

 



５ 関係法令、基本計画との整合性  

  なし  

 

６ 給与改定による影響額 

   令和５年度 

項 目 影 響 額 

給 料 等 
給料表の改定 

によるもの 

３８，２１７，９００円 

期 末 手 当 
支給月数の引上げ 

によるもの 
２４，２５７，８５５円 

勤 勉 手 当 
支給月数の引上げ 

によるもの 
２２，２４５，８４２円 

合  計 ８４，７２１，５９７円 

※ 職員１人当たりの影響額 

令和５年４月１日現在 職員数８７６人（再任用職員含む。） 

  ８４，７２１，５９７円 ÷ ８７６人 ≒ ９６，７１４円 

 

７ 添付資料  

⑴ 令和５年度給料表 

⑵ 新旧対照表  


